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問題提起型広報について 

 行政が保有している情報のうち、まちづくりの課題や問題点、また、行政にとっては住民に知られた

くなくても住民にとってはそれを知ることによってよりまちづくりに関心を持ち、地域社会に対する理

解が深められるような情報等を積極的に住民に提供し、住民の問題意識を高める広報のこと。 

出典：富野暉一郎『地方分権が進むと広報・広聴はどう変わるのか』2000 年 

    ＜http://www.law.ryukoku.ac.jp/~tomino/chosaku/2001/chosaku4.html＞（アクセス：2012 年 11 月 5 日） 
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